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発
行
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公
　
告

◯
秋
田
県
予
算
編
成
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
に
つ
い
て
の
企
画
提
案
書
の
提
出
（
財
政
課
）

秋
田
県
予
算
編
成
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
に
つ
い
て
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
の
で
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
業
務
（
以
下
「
公
告
業
務
」
と
い
う
。
）
の
名
称

秋
田
県
予
算
編
成
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務

公
告
業
務
の
内
容

秋
田
県
に
お
け
る
予
算
編
成
事
務
の
効
率
化
・
省
力
化
を
図
る
た
め
、
予
算
編
成
シ
ス
テ
ム

の
設
計
開
発
を
行
う
。

履
行
場
所

秋
田
県
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁

履
行
期
限

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
（
木
）

二
　
企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
者
に
必
要
な
資
格

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
企
画
提
案
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
提
出
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
と

知
事
に
認
定
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
者

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
そ
の

事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
（
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
と
し
て
使
用
す
る
者
を
含
む
。
）

提
出
資
格
の
認
定
の
日
に
お
い
て
、
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
者

三
　
提
出
資
格
の
認
定
の
手
続

提
出
資
格
の
認
定
の
申
請

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
と
お
り
知
事
に
申
請
し
、
提
出
資
格
の
認

定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
書
類
及
び
提
出
部
数

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
提
出
資
格
認
定
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）

二
部

ア
　
住
所
又
は
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
そ
の
他
の
組
織
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

氏
名
並
び
に
電
話
番
号

イ
　
申
請
の
日
に
お
け
る
職
員
数
及
び
専
門
分
野
別
技
術
職
員
の
資
格
等

ウ
　
申
請
の
日
ま
で
に
履
行
し
た
公
告
業
務
と
同
程
度
の
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
の
履
行
内
容

エ
　
公
告
業
務
の
履
行
体
制
（
担
当
者
の
職
、
資
格
、
経
験
等
）

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

提
出
期
間

平
成
十
四
年
七
月
九
日
（
火
）
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
（
火
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、

簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
四
年
七
月
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時
十
五
分
ま

で
必
着
）
と
す
る
。

な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
申
請
書
の
追
加
及
び
変
更
は
認
め
な
い
。

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
総
務
部
財
政
課
　
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
一
〇
六

提
出
資
格
の
認
定
の
時
期

平
成
十
四
年
七
月
下
旬

提
出
資
格
の
認
定
の
結
果
の
通
知

提
出
資
格
の
認
定
の
結
果
は
、
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

提
出
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

提
出
資
格
の
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
七
日
以
内
に
、

１

公
　
　
　
　
　
　
告

（一）（二）（三）（四）（一）

（二）（三）（一）
（１）（２）（３）（４）

（二）（三）（四）
（１）

（三）
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説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
、
申
請
書
の
提
出
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。県

は
、
説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
、

の
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
日
か
ら
七
日
以
内

に
、
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

四
　
企
画
提
案
書
の
提
出
手
続

提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
企
画
提
案
書
（
Ａ
四
判
縦
長
用
紙
、
横
書
き
、
左
と
じ
）

十
部

提
案
す
る
シ
ス
テ
ム
の
概
要

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
内
容

ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
の
内
容

シ
ス
テ
ム
の
開
発
方
法

シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理
の
方
法

経
費
の
概
算
額
及
び
そ
の
内
訳

提
出
方
法

持
参
し
、
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

提
出
期
間

平
成
十
四
年
七
月
二
十
四
日
（
水
）
か
ら
同
年
九
月
二
日
（
月
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜

日
を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
に
は
、

簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
四
年
九
月
二
日
（
月
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
必

着
）
と
す
る
。

な
お
、
提
出
後
に
お
け
る
企
画
提
案
書
の
追
加
及
び
変
更
は
認
め
な
い
。

提
出
場
所

三
　
　
に
同
じ
。

五
　
最
優
秀
提
案
者
の
選
定
等

選
定
に
関
し
審
査
す
る
事
項

企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
最
も
優
れ
た
提
案
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選

定
す
る
際
に
審
査
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

公
告
業
務
に
関
す
る
説
明
書
の
理
解
度
並
び
に
企
画
提
案
書
の
内
容
の
的
確
性
、
創
造

性
及
び
実
現
性

公
告
業
務
と
同
程
度
以
上
の
同
種
又
は
類
似
の
業
務
に
係
る
実
績

公
告
業
務
を
履
行
す
る
能
力

公
告
業
務
の
実
施
設
計
及
び
実
施
方
法
の
妥
当
性

選
定
方
法

原
則
と
し
て
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

な
お
、
提
案
者
が
少
数
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
第
一
段
階
の
選
定
は
行
わ
な
い
こ
と

が
あ
る
。

第
一
段
階

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
を
審
査
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
五
件
程
度
を
選
定
す
る
。

第
二
段
階

第
一
段
階
で
選
定
さ
れ
た
企
画
提
案
書
の
提
案
者
を
対
象
と
し
て
第
二
段
階
の
選
定
を
行

い
、
最
も
優
れ
た
提
案
者
を
決
定
す
る
。

選
定
の
時
期

第
一
段
階
の
選
定
は
、
平
成
十
四
年
九
月
上
旬
こ
ろ
に
行
う
。

選
定
の
結
果
の
通
知

第
一
段
階
の
選
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

な
お
、
第
一
段
階
に
お
い
て
選
定
さ
れ
た
提
案
者
に
対
し
て
は
、
第
二
段
階
の
選
定
の
た
め

の
日
程
等
に
つ
い
て
併
せ
て
通
知
す
る
。

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
提
案
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

選
定
さ
れ
な
か
っ
た
提
案
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
別
途
定
め
る
日
ま
で
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面

を
、
企
画
提
案
書
の
提
出
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

県
は
、
説
明
を
求
め
た
提
案
者
に
対
し
て
、

の
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
日
以

内
に
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

六
　
公
告
業
務
に
関
す
る
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
交
付
期
間

交
付
場
所

三
　
　
に
同
じ
。

交
付
期
間

平
成
十
四
年
七
月
九
日
（
火
）
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
（
火
）
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

七
　
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
十
四
年
七
月
九
日
（
火
）
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
総
務
部
財
政
課
分
室

八
　
そ
の
他

こ
の
公
告
に
係
る
手
続
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び

日
本
国
通
貨

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
は
、
返
却
し
な
い
。

企
画
提
案
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
報
酬
を
支
払
わ
な
い
。

２

（２）（１）（２）（３）（４）（５）（６）
（二）（三）（四）（一）

（１）（２）（３）（４）
（二）

（一）
（４）

（一）

（１）

（１）（２）
（三）（四）（五）

（１）（２）

（１）

（一）（二）（一）（二）（一）（二）（三）

（一）
（４）
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最
優
秀
提
案
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
者
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書
の
内
容
に
つ
い
て
説

明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
総
務
部
財
政
課
予
算
シ
ス
テ
ム
班
　
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
一
〇
六

九
　
概
要

３

（四）（五）Sum
m
ary

Subject
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１
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２
）

（
３
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